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桶川市一般会計補正予算(第５回) 
 

 

 

 

 



 



－ 3 － 

第７０号議案 

 

令和元年度桶川市一般会計補正予算（第５回） 

 

 令和元年度桶川市の一般会計補正予算（第５回）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３３３，９７５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ２４，５２６，３６０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

 （繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる

経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

（地方債の補正） 

第３条 既定の地方債の追加は、「第３表 地方債補正」による。 

 

  令和元年１２月１１日提出 

 

桶川市長 小 野 克 典 



歳　入 (単位：千円）

14 国庫支出金 3,598,211 19,961 3,618,172

1 国庫負担金 3,112,783 18,600 3,131,383

2 国庫補助金 469,764 1,361 471,125

15 県支出金 1,606,404 1,450 1,607,854

2 県補助金 327,618 1,450 329,068

16 財産収入 36,400 200,000 236,400

2 財産売払収入 1,400 200,000 201,400

17 寄附金 5 26,937 26,942

1 寄附金 5 26,937 26,942

18 繰入金 1,216,101 65,426 1,281,527

2 基金繰入金 1,199,624 65,426 1,265,050

20 諸収入 423,156 1 423,157

5 雑入 307,265 1 307,266

21 市債 2,435,142 20,200 2,455,342

1 市債 2,435,142 20,200 2,455,342

24,192,385 333,975 24,526,360 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 
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補正前の額 補　正　額 計

第１表   歳入歳出予算補正　

款 項



(単位：千円）

1 議会費 234,938 714 235,652

1 議会費 234,938 714 235,652

2 総務費 3,192,939 257,240 3,450,179

1 総務管理費 2,500,960 256,067 2,757,027

2 徴税費 317,171 421 317,592

3 戸籍住民基本台帳費 163,350 250 163,600

4 選挙費 158,304 153 158,457

5 統計調査費 18,383 170 18,553

6 監査委員費 34,771 179 34,950

3 民生費 10,239,002 66,783 10,305,785

1 社会福祉費 4,247,208 8,381 4,255,589

2 児童福祉費 4,639,835 56,829 4,696,664

3 生活保護費 1,351,958 1,573 1,353,531

4 衛生費 2,114,122 846 2,114,968

1 保健衛生費 613,062 376 613,438

2 清掃費 1,501,060 470 1,501,530

5 労働費 68,010 174 68,184

1 労働諸費 68,010 174 68,184

6 農林水産業費 67,037 3,133 70,170

1 農業費 67,037 3,133 70,170
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歳　出
補　正　額 計補正前の額款 項



(単位：千円）

7 商工費 187,440 298 187,738

1 商工費 187,440 298 187,738

8 土木費 2,670,450 3,302 2,673,752

1 土木管理費 101,952 320 102,272

2 道路橋梁費 778,666 235 778,901

3 河川費 75,878 207 76,085

4 都市計画費 1,695,269 2,481 1,697,750

5 住宅費 18,685 59 18,744

10 教育費 1,898,540 1,485 1,900,025

1 教育総務費 347,081 759 347,840

4 社会教育費 597,699 324 598,023

5 幼稚園費 52,508 74 52,582

6 保健体育費 424,275 328 424,603

12 公債費 2,442,286 0 2,442,286

1 公債費 2,442,286 0 2,442,286

24,192,385 333,975 24,526,360 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 

補　正　額 計補正前の額款 項
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款 項

　２　総務費 １　総務管理費 21,000

　３　民生費 １　社会福祉費 7,000

第２表　繰越明許費

事　　業　　名 金　　　額

市民ホール空調機改修事業 千円

老人福祉センター内装改修事業 千円

第３表　地方債補正

（追　加）

起債の目的 起債の方法

普 通 貸 借

市民ホール空調機改修事業 又　　は

証 券 発 行

限　度　額 利　　　　　　率 償　　還　　の　　方　　法

千円 5.0%以内（ただし、利率見直し方 政府資金については、その融通条件により、

式で借り入れる政府資金及び地方 銀行その他の場合はその債権者と協定した

20,200 公共団体金融機構資金について、 融通条件による。ただし、市財政の都合に

利率の見直しを行った後において より据置期間を短縮し、又は繰上償還若し

は、当該見直し後の利率） くは低利に借り換えることができる。
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桶川市国民健康保険特別会計補正予算(第２回) 
 

 

 

 

 



 



－ 11 － 

第７１号議案 

 

 

令和元年度桶川市国民健康保険特別会計補正予算（第２回） 

 

令和元年度桶川市の国民健康保険特別会計補正予算（第２回）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３５４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

７，５１３，５３５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入

歳出予算補正」による。 

 

 

  令和元年１２月１１日提出 

 

 

桶川市長 小 野 克 典 

 



歳　入 (単位：千円）

4 繰入金 521,941 354 522,295

1 他会計繰入金 521,941 354 522,295

7,513,181 354 7,513,535 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 
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第１表  歳入歳出予算補正　

補正前の額 補　正　額 計款 項

(単位：千円）

1 総務費 88,210 354 88,564

1 総務管理費 74,128 354 74,482

7,513,181 354 7,513,535 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 

歳　出
款 項 補正前の額 補　正　額 計
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桶川市介護保険特別会計補正予算(第３回) 

 

 

 

 

 



 



－ 15 － 

第７２号議案 

 

 

令和元年度桶川市介護保険特別会計補正予算（第３回） 

 

令和元年度桶川市の介護保険特別会計補正予算（第３回）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１９１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

５，４２６，５６１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入

歳出予算補正」による。 

 

 

  令和元年１２月１１日提出 

 

 

桶川市長 小 野 克 典 

 



歳　入 (単位：千円）

6 繰入金 978,145 191 978,336

1 一般会計繰入金 853,991 191 854,182

5,426,370 191 5,426,561 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 
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補正前の額 補　正　額 計

第１表   歳入歳出予算補正　

款 項

(単位：千円）

1 総務費 183,734 191 183,925

1 総務管理費 134,655 191 134,846

5,426,370 191 5,426,561 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 

歳　出
款 項 補正前の額 補　正　額 計
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桶川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第２回) 

 

 

 

 

 



 



－ 19 － 

第７３号議案 

 

 

令和元年度桶川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回） 

 

令和元年度桶川市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２回）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

１，０６９，４３３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入

歳出予算補正」による。 

 

 

  令和元年１２月１１日提出 

 

 

桶川市長 小 野 克 典 

 



歳　入 (単位：千円）

2 繰入金 197,595 202 197,797

1 一般会計繰入金 197,595 202 197,797

1,069,231 202 1,069,433 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 
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補正前の額 補　正　額 計

第１表   歳入歳出予算補正　

款 項

(単位：千円）

1 総務費 104,490 202 104,692

1 総務管理費 99,451 202 99,653

1,069,231 202 1,069,433 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 

歳　出
款 項 補正前の額 補　正　額 計



 


